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1. はじめに 

首都東京では主に高度経済成長期を通じて、河川

の水質悪化に伴う住民要望を受けて、多くの中小河

川が消失してきたことは周知のとおりである。当該

河川の消失後の主な用途・形態は、河川（河道）を

覆蓋・暗渠にして、いわゆる下水道（幹線）化する

と云うものである。 

この代表事例として、東京都の管理河川では東京

都市計画河川下水道計画（以下、「36答申」という）

があり、当該計画に基づく二級河川・渋谷川の下水

道幹線化の調査・研究が広く知られている1),2)。 

しかしながら、36答申に基づき渋谷川と同時に河

川法（明治29(1896)年4月制定・法律第71号）（以下、

「旧河川法」という）の準用河川を解除のうえ、用

途廃止して下水道へ管理移管された荒川水系神田川

の左支川である桃園川に関しては、下水道幹線とし

ての流出解析または人文地理分野での言及を除けば、

管見で河川管理面からの調査・研究はほぼ行われて

いない3),4)。 

また、河道を覆蓋化または埋立て下水道幹線を構

築するに際しては、工事規模や延長にもよるが単年

度で終わらず、複数年度に跨り施工するのが常であ

る。この場合、法制度面で施工区間毎に河川法の適

用解除（廃止）と下水道法に基づく下水道施設の適

用管理を繰り返し行うことは、管理責任が不明確と

なり、水系一貫の管理原則に反することとなるため、

どの時点で管理移管するかが課題となる。 

一方、これまでに筆者らは行政文書の電子化の流

れを通じて、廃棄等処分が増加傾向にある、東京の

河川改修・管理に関する公文書の調査を広く進めて

きている。既に、渋谷川や日本橋川を事例とした調

査結果等を公表してきた注1)。このような背景から、

本論では第二次世界大戦以降の昭和期の河川行政に

関する公文書調査を通じて、新たに見出した桃園川

関連の河川管理資料に基づき、下水道幹線化に至る

経緯、課題とその対応策について考察を試みた。 

 

2. 桃園川の概要と準用河川廃止までの経緯 

 1）旧河川法における河川管理 

表表--11に示すとおり、昭和30(1955)年代の法定河川

としては旧河川法に基づく、法適用河川並びに同法

を準用する準用河川があった5)。 

新たな河川法（昭和39(1964)年法律第167号・平成9

 (1997)年改正を含む、以下「新河川法」という）が

施行される直前の昭和40(1965)年時点における東京都

管理河川は、利根川水系・荒川水系・多摩川水系・

独立水系を合わせて、法適用河川約205km並びに法

準用河川約670kmとなっていた。そして、桃園川は

のと推測される。 

 

 6. まとめ 

 本検討により得られた知見を以下に 3 点示す。 

 ①加熱混合物について、締固め度 100%を目標として

試験施工を実施した。結果、二次転圧回数を増加させ

ることで締固め度が上昇することを確認することが

できた。また、本検討では、初期転圧回数 2.5 往復、

二次転圧回数8.5往復の締固め度98.5％が最大であっ

た。これは、当該試験施工のローラ転圧は、前進・後

進のみで実施し、前進・後進する際に転圧する箇所で

可能な限りラップする箇所が発生しないように注意

して施工したためと考えられる。 

 ②中温化混合物について、初期転圧開始温度 100℃

以上を 2 工区、100℃以下を 2 工区の合計 4 工区分試

験路面を施工した。その結果、初期転圧開始温度が

100℃以上で目標締固め度 96.5%以上が得られた。 

 ③中温化混合物で場内試験路面の施工を行った結果、

締固め度は、初期転圧温度に対し、比例的に増加する

訳ではないことを確認した。 

 

7. おわりに 

本検討では、中温化混合物を用いた場合、敷均し温

度をどの程度まで低減可能か調査した。その結果、敷

均し温度の規格値を 100℃程度まで低減しても所定の

締固め度を満たすことを確認することができた。 

既に国土交通省の土木工事共通仕様書においては、

中温化混合物（加熱アスファルト安定処理混合物）を

使用した場合には、「混合物の種類によって敷均しが

困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混

合物を使用する場合、締固め効果の高いローラを使用

する場合などは、設計図書に関して監督職員と協議の

上、所定の締固めが得られる範囲で、混合物の適切な

温度を決定するものとする。2)」と規定されている。当

局においても、中温化混合物を用いた場合の敷均し温

度について、本検討結果等を参考に別途改定等の検討

をする必要があると考えられる。 

 また、本調査は、「機械式フォームド方式」を用いた

場合の敷均し温度について、検討したものである。そ

のため、今後、中温化剤や中温化アスファルトを用い

た場合や機械式フォームド方式でも更に技術の進展が

行われた場合等には、敷均し温度の下限値も 100℃程

度までではなく、更に低減可能とする等の検討が必要

になることが予測される。今後も中温化技術について、

業界等の動向を踏まえ、適宜調査を継続していく予定

である。
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(2023)年度センター年報・報告編の「東京都管理河川

の特別区移管と管理変遷」を参照願いたい5)。 

2）桃園川の概要 

 図図--11には、桃園川が属していた神田川水系の河川

配置を示し、東京都内における概略位置図を兼ねる。

また図図--22には、桃園川の主要流路図を示す6)。 

当該河川は現在の杉並区立天沼弁天池・天沼もえ

ぎ公園付近を源頭とし、東南東に流下して同区内の

阿佐ヶ谷・高円寺を経て、中野区東中野1丁目地先で

神田上水（現神田川）注2)に合流していた。 

もともとの源頭水源の湧水量が十分でなかったた

め、千川上水からの分水を、その後には善福寺川か

ら引水することにより、桃園川の流水は灌漑用水と

して利用されてきた7)。 

法的位置づけとしては昭和27(1952)年1月10日、旧

河川法に基づき中央線鉄橋から神田上水合流点まで

の延長約4.4km注3)が準用河川に認定され、その上流が

公共溝渠とされていた。 

昭和30～40年代には、流域でのスプロール現象や

戦後の急激な市街化に伴う生活排水による河川の水

質汚濁が進行したため、36答申に基づく下水道幹線

化が計画され、下水道幹線整備の完了目途が立った

昭和40(1965)年に準用河川の認定解除等を行った。そ

の後の昭和42(1970)年には、桃園川としての暗渠化が

完了している7)。 

準用河川の解除に係る資料の概略図に記された河

川並びに下水道施設の計画諸元をとりまとめると、

表表--22のとおりである6)。また、河川計画並びに下水道

計画としての構造概要を図図--33に、上部構造である緑

道・公園部の現況を図図--44に抜粋して示す。 

同図からも判るとおり、桃園川の下水道幹線化に

際しては法定河川区間において、河川の護岸上部に

桁を渡す形で覆蓋化し、河床部分はインバートを新

設している。また、公共溝渠区間ではボックスカル

バート構造となっていることが明らかとなった。 

現存資料は概略図と粗度・流出係数程度が記され

たのみであり、縦断図等もなく、不明な点が多い。

このため、粗度係数の採り方や算出方法によって差

異は生じるが、記載された数値から最大流速を考慮

して逆算した河川計画上の勾配は、上流部1/800～下

流部1/400程度、公共溝渠区間で1/300程度となる。ま

た、下水道計画上では、覆蓋化区間で1/800～1/600

 

       表-2 桃園川の河川計画・下水道計画の諸元一覧 （参文6)より作成） 

 

幅員 水深 流量 幅員 水深 流量
ｍ ｍ※ m3/s ｍ ｍ※ m3/s

1 神田川合流点 宮下橋 8.0 3.5 64.7 8.00 3.50 100.7
2 宮下橋 桃園橋 6.0 3.5 49.8 6.00 3.50 65.2

桃園橋 都道222号 6.00 3.30 59.6
5.00 3.10 41.3

4 都道222号 中央線交点 5.0 3.1 31.4 5.00 3.10 41.3
中央線交点 都道日向線 2.10 2.40 13.1 Box構造

1.95 2.40 11.4 Box構造
1.95 2.40 11.4 Box構造
1.95 2.10 10.5 Box構造
1.95 1.95 9.1 Box構造

a f= 0.5 f= 0.5
b n= n=
c v= 3.19 m/s v= 4.07 m/s
ｄ

※ 水深：　河川には余裕高0.6ｍを含む、　下水道には余裕10%を考慮

法
定

準
用
河
川

公
共
溝
渠

4.5 2.6 21.6

4.0 2.0 13.3

下 水 道 計 画
備　考

最大流速
― 最大汚水量：400L/人/日　比流量　：　8.5

流出係数
粗度係数 0.020～0.024 0.013～0.017

5

6

（新高円寺通り相当）

（中杉通り相当）

河  川  計  画
No

出典のまま（補足）

6.0 3.3 43.93

区　　間

都道日向線 八幡神社

 

旧河川法の準用河川に位置づけられており、その表

面管理は東京都区長委任条項に基づき、都知事から

地元区長に委任されていた。なお、旧河川法制並び

に東京都における河川管理に関する詳細は、令和5  

表-1 旧河川法時代の東京都の河川管理体制 5) 

 

 

図-1 神田川水系図 

 

 

          図-2 桃園川 流路図（準用解除時点） （参文6)に加筆） 

※ 図-1・2の河川名は現行の呼称に依った注2) 

種　別 河川管理の原則 備　　考　（下級庁の分担等）

§1・法適用 主務大臣 §6-1・24-1 地方行政庁（管内） 地自法§281-2-3　□　東京都区長委任条項（特別区部）§28-(2)　■

§4・支派川等 地方行政庁
例外　§6-1但書・8-1
主務大臣（直轄施行）

河川法§9-2　東京都地方事務所長委任規則（多摩部）

§5・法準用 府県知事 知事管理 河川法§9-2　東京都建設事務所処務規程

河川法準用令
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旧河川法の準用河川に位置づけられており、その表

面管理は東京都区長委任条項に基づき、都知事から

地元区長に委任されていた。なお、旧河川法制並び

に東京都における河川管理に関する詳細は、令和5  

表-1 旧河川法時代の東京都の河川管理体制 5) 
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る下水道幹線化、また河川法上の位置づけを残した

まま下水道が占用しての覆蓋・幹線化、そして当該

上部の区立の遊歩道・公園利用などが挙げられる。 

同表からはNo.1～9のように、河川本川または支川

 

        図-5 36答申対象河川図 （参文1)に加筆） 

 

  表-3 36答申対象河川の下水道幹線化・整備状況並びに河川管理状況 （参文13)を加工） 
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14 田柄川 幹）上流端～石神井川合流点 5.24 完了 河川廃止 緑道・遊歩道 準用 4.91 旧河川法

注） 下水道幹線化または河川のまま覆蓋化の別は答申書「下水道幹線化区間参考図」を参照のこと
 旧河川法の延長は昭和39年時点による
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程度、ボックスカルバート区間で1/350～1/450程度と

なる。（いずれも、落差工を設けない場合） 

これらの結果からは、河川形態から下水道幹線化

に際して、単に河川施設の上部を覆蓋するだけでな

く、護岸側面の粗度修正、インバートや落差設置・

修正による勾配調整が図られたと推定でき、今まで

不明であった点を若干ながら確認することができた。 

 

3. 36答申河川の管理形態と下水道幹線化 

図図--55には、桃園川を含む36答申の対象となった河

川を示した。 36答申の概要としては、市街地におけ

る下水道促進と河川汚濁の状況を鑑み、源頭水源を

有しない桃園川や渋谷川・古川をはじめとする中小

河川の暗渠化（下水道幹線化）や覆蓋化（河川とし

て存続しつつ上部に蓋を掛ける形態または下水道化）

などの措置を講じることとされた結果、答申の対象

となった14河川の下水道幹線化が実施された1)。 

次に、36答申河川の下水道幹線化計画・整備現況

と河川管理状況等を表表--33にとりまとめた1),8)～13)。 

これらの具体事例としては、河川全区間の法準用

が適用解除（廃止）された本論の桃園川、渋谷川上

流部の旧河川法の解除（準用河川の区間解除）によ

  

 図-3 河川計画・下水道計画における構造図（抜粋）（参文6)より作成） 

   

図-4 

(a) 緑道現況（杉並区・慈岩動橋：地覆・親柱残存） (b)公園現況（中野区・北裏橋上流）筆者撮影  
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メンバーが委員として参画しており、単に東京都が

単独で法定河川の下水道幹線化を進めてきたとは云

い難い1)。つまり、高度経済成長期の河川の水質悪化

やごみ捨て場と化していた当時の時代背景もあり、

旧建設省においても時代の趨勢として暗黙の了解が

あったと考えるのが妥当であろう。 

その一方、旧建設省では既に昭和40年代において、

日本橋川上空への首都高高架橋の設置に反対する意

向を示すなどの方針転換も見うけられる中、東京都

が行政施策の一貫性に囚われて既定計画の見直しが

難しく、時代の趨勢を見誤ったことなどが、後に指

弾される大きな要因となったと思考される。これら

のことは、今後の河川行政運営に対する貴重な示唆

となると思料される13),16),17)。 

 

5. 下水道幹線化に際しての課題と対応 

冒頭に記したとおり、河川全川の下水道幹線化に

際しては複数年度に跨り施工するのが常である。こ

の場合、法制度面で施工区間毎に河川法の適用解除

（廃止）と下水道法に基づく下水道施設としての管

理を行うことは、水系一貫の管理原則に反するため、

どの時点で管理権を移管するかが課題となる。 

さらに、同一河川の工事区間を河川法と下水道法

を適用して夫々の管理者が分割管理することは、危

機管理上や治水・法制度面での支障も少なくない。 

このため、桃園川における下水道幹線化において

は、河川管理者である東京都建設局長と下水道管理

者である東京都下水道局長との協議、また東京都と

旧建設省等との様々な協議を経て、下水道幹線整備

が進められた。 

その協議経緯については、表表--44にとりまとめたと

おりである。当該資料からは、河川・下水道管理者

間における治水上と管理上の対応における課題が垣

間見えてくる。 

表-4 桃園川における各種法令（河川法・下水道法・都市計画法）適用並びに協議経緯 （参文6)より作成） 

 

要　件 概　　　　要 備　考

東京特別都市計画下水道 旧市域・旧郊外の計画を統合

　源頭水源を有する一部準用河川を除く、全ての在来河川・水路を合流式下水道管渠に改良

1952/S27 1 10 都告22 旧河川法・準用河川に認定 同日施行   L=4.40km

都市計画河川　決定　L＝4,330m　（幅員変更） 上町橋上流～東雲橋下流　W=5～8ｍ

都市計画河川　事業承認　L＝989m W=6ｍ　深度3.5m

1958/S33 4 24 　新下水道法　施行

3 28 決定 東京都市計画地方審議会　特別調査委員会　設置

3 31 建告794 都市計画河川　決定・事業承認　L＝3,876m 中央線交差点～東雲橋下流　W=5～6ｍ

1961/S36 10 17 諒承 河川・下水道特別調査委員会　答申 合流式下水幹線

3 31 建告1092 都市計画下水道　　決定・事業認可 公共下水道

桃園川の管理移譲願い　（下水道局長→建設局長） 法§3：公共下水道は下水道局長管理

下水道局において一切を管理し公共下水道の一環として処理したい　 手続き促進依頼

9 20 回答 公共下水道となる準用河川は下水道局へ移譲する方針決定　（建設局長→下水道局長） 根拠となる追加資料の要求

12 18 依頼 下水道整備実施計画書の送付　（建設局長→下水道局長） 河川維持管理上の必要

9 6 事前指揮 河川法の準用解除並びに河川区域の廃止（認可申請） 河川行政監督令§3規定

11 6 依頼 桃園川の下水道幹線化工事の促進　（建設局長→下水道局長）

準用解除後は下水道管理者において一切管理する旨の下水道局長回答 事前指揮に対する指示方依頼

を受けての貴職の意向　（建設局長→建設省河川局長）

覆蓋工事施行河川の管理　（建設局長→下水道局長）

　① 準用解除後は開渠部を含めて下水道管理者において一切管理すること、　② ①に対応した準用解除の時期

3 12 事前指揮 河川法の準用解除・廃止は支障ない（回答） 建設省・建河38東京118

3 31 都告279 準用河川認定の解除並びに河川区域の廃止 準用認定取り消し

公共用財産の用途廃止

旧建設省国有財産部局長（東京都知事）へ　　　 下水道局長へも通知

4 1 　新河川法　施行

5 31 依頼 旧桃園川における河床切下げ工事の施行　（建設局長→下水道局長） 中島橋～中央線鉄橋橋　暫定施行

都市河川に公共下水道を築造した時の管理　（下水道局長→建設局長） 管理区域の明確化

（公用廃止は下水道工事が河川全域に代わって完成した時が至当）　

国有財産部局長（東京都知事）から旧大蔵省（関東財務局長）へ

　公有水面の公用廃止・国有普通財産となる　 土地　6,8070坪78

12 13 申請 都市計画河川の廃止 旧建設大臣あて

1 24 建告74 都市計画河川　廃止 廃止告示

旧準用河川構造物の処理　（下水道局長→建設局長）

旧河川の構造物は下水道局へ引き継がれたものとみなしてよいか　 S40.03.31・40　用途廃止引継を受け

4 7 回答 公用廃止河川には敷地・付属物を含む　（建設局長→下水道局長）

　　　　　：都市計画関連、　　　　　　：河川法関連、　　　　　：下水道法関連、

年　月　日
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照会

建告740
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8 27 依頼

建告19301956/S31
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照会3 7

12 7

1966/S41
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8 25
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1965/S40
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1947/S22 11 26 戦復告122
上町橋上流～東雲橋下流　土揚敷7m
W=6.5～8ｍ　護岸高3.1～3.5m

都市計画河川　決定　L＝4,330m

 

の一部区間を下水道幹線化した場合、若しくは同一

水系の本川での幹線化等が未了の場合は、下水道幹

線化した区間に河川法を適用したまま下水道施設と

して占用のうえ、下水道法と重複して維持・管理し

ていることが確認できる。 

一方、同表No.10～14のとおり、桃園川を含む下水

道幹線化の対象区間の全区間にわたり幹線化の完了

した河川では、河川法の適用廃止（新河川法一級河

川の廃止・旧河川法の準用河川解除）が行われたこ

とが明確に読み取れる。 

 

4. 河川法上の許認可に係る国の関与 

桃園川に関する当時の資料からは、旧河川法の準

用河川の認定や変更・解除に際しては、「許可認可

の臨時措置に関する依命通達」に基づき建設大臣の

指揮を受け、支障のない旨の回答を得た後に東京都

建設局長の決裁により、旧河川法準用令第1条第2項

の規定に基づく告示を行っていることが確認できる。 

これまで、当該通達注4)に言及した既往研究は管見

で承知していない。当該通達は昭和19(1944)年6月21

日付で各地方長官あて、内務省土木局長通牒として

発出されており、以下にその抜粋を示す14)。 

 

 標記の件曩に許可認可等臨時措置令並に内務省

関係認可等臨時措置令施行規則公布相成本日内務

省訓令第二十二号を以て内務省土木関係許可認可

等臨時措置に関する件訓令相成候処右は勅令の趣

旨に則り土木関係許可認可事項の簡素敏速化を図

らんとするものに有之候條之が事務処理に付ては

特に敏速適確に行ふと共に左記事項御留意の上本

件実施に関し方遺憾なきを期せられ度 

 

4 河川法第十四條、河川行政監督令第二條第一  

項第一号河川法準用令第一項及第三條の規定に依

 る処分に当りては事前指揮を受くること 

（原文のまま） 

 

当該通達は、昭和18(1943)年の「許可認可等臨時措

置法」を背景としている。当該法は当時の国会にお

ける提案理由の中でも「戦争完遂のための法律」と

いう説明がなされた経緯もあり、行政事務の簡素化

を目的としていた。しかしながら、実態として事前

指揮と云う形態での強い関与が行われる根拠となっ

てきたこと、また昭和40(1965)年代になっても当該法

並びに関係法令が適用されていたことに留意する必

要がある。 

ここで、普通河川を準用河川とした特段の理由は、

桃園川の資料に現時点で見いだせないが、昭和30年

代に準用認定された複数河川の申請資料から、次の

ような共通する理由が読み取れる15)。 

 

① 流路の屈折が甚だしく、降雨時に溢水氾濫して

沿川の住宅・耕地に多大な水害を生じており、河

岸の洗掘崩壊等も年々増加しているため、河川維

持管理上の支障をきたしていること。 

② このため、維持管理の万全を期すため、河川法

準用令第1条の規定に基づき、河川法準用河川とし

て認定し、同令第2条による河川法の諸規定を準用

すること。 

③ 「許可認可の臨時措置に関する件依命通ちょう」

の第4号により事前に建設大臣の指揮を受けること

になっているもので、同大臣の指揮を受け支障な

い旨の回答を得た後、河川法準用令第1条第2項の

規定により告示し、地元区長あてその旨通知し、

併せて管理の強化方を依頼すること。 

 

現在、国土交通省（昭和期後半の旧建設省時代を

含む）は原則として、開渠である河川の暗渠・覆蓋

化を認めない方針を採っており、東京都でも過去の

汐留川における河川水面上空への道路橋の縦断占用

や渋谷川などの暗渠・覆蓋化に対する反省のもと、

さらなる河川の埋立を原則として行わない旨を決定

し、これを旧建設省河川局に対して表明している13)。 

しかしながら、この通達や都市計画変更における

手続きにおいて、新河川法施行後の昭和50年代まで

は36答申対象河川等の下水道幹線化に際し、旧建設

省との協議・承認を経た上で進められていたことは

明らかである13),16)。特に36答申を審議した委員会に

は、建設省河川局長・計画局長、元内務省技監、首

都圏整備委員、元建設省土木研究所長など国関連の

－ 28 － － 29 －



 

メンバーが委員として参画しており、単に東京都が

単独で法定河川の下水道幹線化を進めてきたとは云

い難い1)。つまり、高度経済成長期の河川の水質悪化

やごみ捨て場と化していた当時の時代背景もあり、

旧建設省においても時代の趨勢として暗黙の了解が

あったと考えるのが妥当であろう。 

その一方、旧建設省では既に昭和40年代において、

日本橋川上空への首都高高架橋の設置に反対する意

向を示すなどの方針転換も見うけられる中、東京都

が行政施策の一貫性に囚われて既定計画の見直しが

難しく、時代の趨勢を見誤ったことなどが、後に指

弾される大きな要因となったと思考される。これら

のことは、今後の河川行政運営に対する貴重な示唆

となると思料される13),16),17)。 

 

5. 下水道幹線化に際しての課題と対応 

冒頭に記したとおり、河川全川の下水道幹線化に

際しては複数年度に跨り施工するのが常である。こ

の場合、法制度面で施工区間毎に河川法の適用解除

（廃止）と下水道法に基づく下水道施設としての管

理を行うことは、水系一貫の管理原則に反するため、

どの時点で管理権を移管するかが課題となる。 

さらに、同一河川の工事区間を河川法と下水道法

を適用して夫々の管理者が分割管理することは、危

機管理上や治水・法制度面での支障も少なくない。 

このため、桃園川における下水道幹線化において

は、河川管理者である東京都建設局長と下水道管理

者である東京都下水道局長との協議、また東京都と

旧建設省等との様々な協議を経て、下水道幹線整備

が進められた。 

その協議経緯については、表表--44にとりまとめたと

おりである。当該資料からは、河川・下水道管理者

間における治水上と管理上の対応における課題が垣

間見えてくる。 

表-4 桃園川における各種法令（河川法・下水道法・都市計画法）適用並びに協議経緯 （参文6)より作成） 

 

要　件 概　　　　要 備　考

東京特別都市計画下水道 旧市域・旧郊外の計画を統合

　源頭水源を有する一部準用河川を除く、全ての在来河川・水路を合流式下水道管渠に改良

1952/S27 1 10 都告22 旧河川法・準用河川に認定 同日施行   L=4.40km

都市計画河川　決定　L＝4,330m　（幅員変更） 上町橋上流～東雲橋下流　W=5～8ｍ

都市計画河川　事業承認　L＝989m W=6ｍ　深度3.5m

1958/S33 4 24 　新下水道法　施行

3 28 決定 東京都市計画地方審議会　特別調査委員会　設置

3 31 建告794 都市計画河川　決定・事業承認　L＝3,876m 中央線交差点～東雲橋下流　W=5～6ｍ

1961/S36 10 17 諒承 河川・下水道特別調査委員会　答申 合流式下水幹線

3 31 建告1092 都市計画下水道　　決定・事業認可 公共下水道

桃園川の管理移譲願い　（下水道局長→建設局長） 法§3：公共下水道は下水道局長管理

下水道局において一切を管理し公共下水道の一環として処理したい　 手続き促進依頼

9 20 回答 公共下水道となる準用河川は下水道局へ移譲する方針決定　（建設局長→下水道局長） 根拠となる追加資料の要求

12 18 依頼 下水道整備実施計画書の送付　（建設局長→下水道局長） 河川維持管理上の必要

9 6 事前指揮 河川法の準用解除並びに河川区域の廃止（認可申請） 河川行政監督令§3規定

11 6 依頼 桃園川の下水道幹線化工事の促進　（建設局長→下水道局長）

準用解除後は下水道管理者において一切管理する旨の下水道局長回答 事前指揮に対する指示方依頼

を受けての貴職の意向　（建設局長→建設省河川局長）

覆蓋工事施行河川の管理　（建設局長→下水道局長）

　① 準用解除後は開渠部を含めて下水道管理者において一切管理すること、　② ①に対応した準用解除の時期

3 12 事前指揮 河川法の準用解除・廃止は支障ない（回答） 建設省・建河38東京118

3 31 都告279 準用河川認定の解除並びに河川区域の廃止 準用認定取り消し

公共用財産の用途廃止

旧建設省国有財産部局長（東京都知事）へ　　　 下水道局長へも通知

4 1 　新河川法　施行

5 31 依頼 旧桃園川における河床切下げ工事の施行　（建設局長→下水道局長） 中島橋～中央線鉄橋橋　暫定施行

都市河川に公共下水道を築造した時の管理　（下水道局長→建設局長） 管理区域の明確化

（公用廃止は下水道工事が河川全域に代わって完成した時が至当）　

国有財産部局長（東京都知事）から旧大蔵省（関東財務局長）へ

　公有水面の公用廃止・国有普通財産となる　 土地　6,8070坪78

12 13 申請 都市計画河川の廃止 旧建設大臣あて

1 24 建告74 都市計画河川　廃止 廃止告示

旧準用河川構造物の処理　（下水道局長→建設局長）

旧河川の構造物は下水道局へ引き継がれたものとみなしてよいか　 S40.03.31・40　用途廃止引継を受け

4 7 回答 公用廃止河川には敷地・付属物を含む　（建設局長→下水道局長）

　　　　　：都市計画関連、　　　　　　：河川法関連、　　　　　：下水道法関連、
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上町橋上流～東雲橋下流　土揚敷7m
W=6.5～8ｍ　護岸高3.1～3.5m

都市計画河川　決定　L＝4,330m

 

の一部区間を下水道幹線化した場合、若しくは同一

水系の本川での幹線化等が未了の場合は、下水道幹

線化した区間に河川法を適用したまま下水道施設と

して占用のうえ、下水道法と重複して維持・管理し

ていることが確認できる。 

一方、同表No.10～14のとおり、桃園川を含む下水

道幹線化の対象区間の全区間にわたり幹線化の完了

した河川では、河川法の適用廃止（新河川法一級河

川の廃止・旧河川法の準用河川解除）が行われたこ

とが明確に読み取れる。 

 

4. 河川法上の許認可に係る国の関与 

桃園川に関する当時の資料からは、旧河川法の準

用河川の認定や変更・解除に際しては、「許可認可

の臨時措置に関する依命通達」に基づき建設大臣の

指揮を受け、支障のない旨の回答を得た後に東京都

建設局長の決裁により、旧河川法準用令第1条第2項

の規定に基づく告示を行っていることが確認できる。 

これまで、当該通達注4)に言及した既往研究は管見

で承知していない。当該通達は昭和19(1944)年6月21

日付で各地方長官あて、内務省土木局長通牒として

発出されており、以下にその抜粋を示す14)。 

 

 標記の件曩に許可認可等臨時措置令並に内務省

関係認可等臨時措置令施行規則公布相成本日内務

省訓令第二十二号を以て内務省土木関係許可認可

等臨時措置に関する件訓令相成候処右は勅令の趣

旨に則り土木関係許可認可事項の簡素敏速化を図

らんとするものに有之候條之が事務処理に付ては

特に敏速適確に行ふと共に左記事項御留意の上本

件実施に関し方遺憾なきを期せられ度 

 

4 河川法第十四條、河川行政監督令第二條第一  

項第一号河川法準用令第一項及第三條の規定に依

 る処分に当りては事前指揮を受くること 

（原文のまま） 

 

当該通達は、昭和18(1943)年の「許可認可等臨時措

置法」を背景としている。当該法は当時の国会にお

ける提案理由の中でも「戦争完遂のための法律」と

いう説明がなされた経緯もあり、行政事務の簡素化

を目的としていた。しかしながら、実態として事前

指揮と云う形態での強い関与が行われる根拠となっ

てきたこと、また昭和40(1965)年代になっても当該法

並びに関係法令が適用されていたことに留意する必

要がある。 

ここで、普通河川を準用河川とした特段の理由は、

桃園川の資料に現時点で見いだせないが、昭和30年

代に準用認定された複数河川の申請資料から、次の

ような共通する理由が読み取れる15)。 

 

① 流路の屈折が甚だしく、降雨時に溢水氾濫して

沿川の住宅・耕地に多大な水害を生じており、河

岸の洗掘崩壊等も年々増加しているため、河川維

持管理上の支障をきたしていること。 

② このため、維持管理の万全を期すため、河川法

準用令第1条の規定に基づき、河川法準用河川とし

て認定し、同令第2条による河川法の諸規定を準用

すること。 

③ 「許可認可の臨時措置に関する件依命通ちょう」

の第4号により事前に建設大臣の指揮を受けること

になっているもので、同大臣の指揮を受け支障な

い旨の回答を得た後、河川法準用令第1条第2項の

規定により告示し、地元区長あてその旨通知し、

併せて管理の強化方を依頼すること。 

 

現在、国土交通省（昭和期後半の旧建設省時代を

含む）は原則として、開渠である河川の暗渠・覆蓋

化を認めない方針を採っており、東京都でも過去の

汐留川における河川水面上空への道路橋の縦断占用

や渋谷川などの暗渠・覆蓋化に対する反省のもと、

さらなる河川の埋立を原則として行わない旨を決定

し、これを旧建設省河川局に対して表明している13)。 

しかしながら、この通達や都市計画変更における

手続きにおいて、新河川法施行後の昭和50年代まで

は36答申対象河川等の下水道幹線化に際し、旧建設

省との協議・承認を経た上で進められていたことは

明らかである13),16)。特に36答申を審議した委員会に

は、建設省河川局長・計画局長、元内務省技監、首

都圏整備委員、元建設省土木研究所長など国関連の
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関する事実関係や時代背景を明らかにすることで、

失われていく公文書・資料について、二次資料注6)と

しての保存に努めてきた。 

本論に関しては、昭和期（第二次世界大戦後の44

年間）の河川行政資料を調査した結果から、新たに

桃園川に関する希少な資料を見出せたこと自体にも、

価値があると考えている。さらに、桃園川の実例に

即して具体的な計画諸元などとともに、改めて旧河

川法時代の管理体制、用途廃止、それらに係る経緯

や背景などの一端を明らかにすることができたと考

える。 

 

最後に、資料調査に際しては、建設局河川部関係

者のご協力を頂きましたこと、ここに記して謝意を

表します。 

 

注釈 

注1) 本来であれば、参考文献を明記するところであ

るが、冗長になるため敢えて省略している。 

その代替として、本年報・資料編「東京の河川

改修計画に関する資料集（その５）」に記した

「参考文献」一覧を参照願いたい。 

 

注2) 現在、流路全体を通して神田川と呼ばれている

流路は、昭和39(1964)年時点で下流より下記のよ

うに区分して呼称されていた。 

 

①神田川：荒川（現隅田川）合流点～船河原橋間 

4.38km 

②江戸川：船河原橋～水門（文京区関口台町）間 

2.21km 

③神田上水：水門～三鷹市牟礼（上流端）間 

18.89km 

 

注3) 旧河川法 準用河川指定区間 

 

準用上流端： 

   左岸：杉並区馬橋3の386の1 

   右岸：杉並区馬橋3の897の1 

     現）杉並区阿佐谷北1丁目地内 

   準用下流端： 

   左岸：中野区川添町1の1 

右岸：中野区川添町1の24 

     現）中野区東中野1丁目地内 

 

   上記に示した左・右岸の住所は告示図書の記

載によるものであり、筆者調査による現在の住

所は 現）を附して併記した。 

 

注4) 当該文書に関しては、「通達」または「通牒・

通ちょう」と云った表現が複数見うけられるた

め、本論では引用箇所を除いて「通達」に統一

した。 

 

注5) 当該文献は河川部長名での執筆ではあるが、内

容的に河川計画並びに改修状況に関する具体的

な記載等を含むことから、実務者により組織的

に執筆されたものと判断できる。 

   下水道幹線化に関しては、「この川は将来下水

道幹川として利用されるもので、中野区役所前

の宮園橋まで2.lkmの改修が終ると同時に下水道

幹線として覆蓋し暗渠に改築した。」（原文の

まま）との記載があり、一連区間の工事完了を

以て覆蓋化を実施した点を特筆している。 

また、昭和39(1964)年度以降の河川改修として、

中央線までの未改修区間2.2kmを計画しているこ

とも明記されていること等から、下水道幹線と

して整備中の区間であっても、覆蓋化前の開渠

段階は河川管理者の管理とし、覆蓋後の暗渠化

した段階で（法的位置づけとは別に）下水道管

理者に実務上の管理を移管する形で、管理区分

を明確化したものと判断できる。 

    

注6) 公文書（正本）を一次資料とし、それを補完す

る位置づけでの調査・研究資料を意図する。 

 

付記 

本論は筆者らの見解によるものであり、東京都庁

としての組織的見解と異なる場合もあり得ることを

付記する。 

 

表表--44からは、桃園川における河川・下水道の両施

設おける都市計画決定・廃止、公物管理法の指定・

廃止の経緯等が明らかとなる。また、河川から下水

道への移管に関しては、初段として神田川合流点か

ら旧中野区役所前の宮園橋（ 桃園橋上流 ）までの 

2.1kmの下水道幹線整備が完了した段階で、当該区間

の覆蓋・暗渠化を実施し、事実上の管理を下水道管

理者へ移管していると考えられる。その後、法定区

間全川の下水道幹線整備の完了を以て法的な管理移

管を完了する措置が講ぜられたと思料される注5), 18)。

これにより、整備済区間と未整備区間の混在による

細切れの管理を避け、水系一貫主義に基づく管理体

制を維持していたことが明らかとなったと考える。 

 

6. 法適用区分による河川復元の可能性 

第3章で記述したとおり、前記の表表--33からは36答申

で対象とされた区間の下水道幹線化が完了したか否

かにより、河川法上の扱いが大きく異なっている。 

加えて、河川法を適用したままで下水道幹線化さ

れているケースでは、河川管理者が河川法上の権原

を有したまま、下水道事業者が河川区域を占用する

扱いとなっている。その原因として、表表--44からも明

らかなとおり、河川法の適用を廃止する場合には河

川用地を大蔵省（現財務省）の国有財産部局長と協

議して普通財産化したのち、下水道事業者に無償譲

渡するため手間が掛かること、また地元自治体が公

園としての利用を希望する場合は有償譲渡になるこ

となど、財産処理に時間を要し、また費用負担が生

じる等の課題があったと考えられる。 

このように、河川・下水道の重複管理のケースで

は下水道管理者が河川用地を無償で占用を受けるこ

とができ、河川管理者も実質的な管理は不要となる

ことから、財務省との手続きを簡略化できるなどの

実務処理上の利便的な側面が大きく影響していると

考察される。 

ここで、上記の管理面での相違は、下水道幹線化

された河川の復元（開渠化）を議論する際の貴重な

示唆を含んでいると考える。これまでは主に表面形

態からのみ河川の復元（開渠化）を議論してきたが、

下水道法との重複管理区間の河川復元（開渠化）は

河川法の適用廃止区間に比べて復元への法的な制約

が少ないため、これら管理条件に応じて物理的な復

元の可否を検討することが一つの鍵となることが判

る。 

なお、ここで云う物理的な復元条件とは、河川廃

止後の利用形態としての多くが公園・緑道などの公

共用途で残されており、宅地などとして売却される

ことは極めて稀な状況にあることである。その理由

は多くの場合、従前の河川が有する雨水排水機能を

代替する下水道管渠（少なくとも枝線）の敷設が旧

河川敷地などに必要なためであり、既存の占用物件

の撤去や代替機能の確保が可能なことも前提条件と

なるなど、河川用途を廃している場合には、その実

現が極めて困難なことに因る。 

ただし、河川法・下水道法の重複管理区間を開渠

として復元するのであれば、下水道機能の代替は比

較的容易であると考えられる。 

 

7. まとめ 

東京の中小河川においては、高度経済成長などの

時代背景から旧建設省を含む河川・下水道管理者自

らが河川の暗渠・覆蓋化を含む「36答申」を定め、

その対象河川の多くを下水道幹線化・覆蓋化してき

た経緯がある。 

本論では、その河川を下水道幹線化する途中にお

いて、河川管理面や治水上への対応から河川管理者

と下水道管理者が様々な課題に直面し、協議を経て

管理移管を完了した経緯を明らかにすることができ

た。 

また36答申の対象となった14河川の現況からは、

支川や一部区間が下水道幹線化した場合に河川・下

水道法による重複管理が行われ、河川の全区間で下

水道幹線化された場合には河川法の適用廃止（下水

道法による管理）と大別されることも明らかにでき

た。これらの事例は下水道幹線化された河川の復元

（開渠化）を議論する際の貴重な判断材料、そして

有益な示唆を与えてくれると考える。 

次に、筆者らはこれまで、さまざまな理由で失わ

れていく広範囲な行政関連文書の調査を進めてきた。

そして、その調査結果に基づき、東京の中小河川に
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関する事実関係や時代背景を明らかにすることで、

失われていく公文書・資料について、二次資料注6)と

しての保存に努めてきた。 

本論に関しては、昭和期（第二次世界大戦後の44

年間）の河川行政資料を調査した結果から、新たに

桃園川に関する希少な資料を見出せたこと自体にも、

価値があると考えている。さらに、桃園川の実例に

即して具体的な計画諸元などとともに、改めて旧河

川法時代の管理体制、用途廃止、それらに係る経緯

や背景などの一端を明らかにすることができたと考

える。 

 

最後に、資料調査に際しては、建設局河川部関係

者のご協力を頂きましたこと、ここに記して謝意を

表します。 

 

注釈 

注1) 本来であれば、参考文献を明記するところであ

るが、冗長になるため敢えて省略している。 

その代替として、本年報・資料編「東京の河川

改修計画に関する資料集（その５）」に記した

「参考文献」一覧を参照願いたい。 

 

注2) 現在、流路全体を通して神田川と呼ばれている

流路は、昭和39(1964)年時点で下流より下記のよ

うに区分して呼称されていた。 

 

①神田川：荒川（現隅田川）合流点～船河原橋間 

4.38km 

②江戸川：船河原橋～水門（文京区関口台町）間 

2.21km 

③神田上水：水門～三鷹市牟礼（上流端）間 

18.89km 

 

注3) 旧河川法 準用河川指定区間 

 

準用上流端： 

   左岸：杉並区馬橋3の386の1 

   右岸：杉並区馬橋3の897の1 

     現）杉並区阿佐谷北1丁目地内 

   準用下流端： 

   左岸：中野区川添町1の1 

右岸：中野区川添町1の24 

     現）中野区東中野1丁目地内 

 

   上記に示した左・右岸の住所は告示図書の記

載によるものであり、筆者調査による現在の住

所は 現）を附して併記した。 

 

注4) 当該文書に関しては、「通達」または「通牒・

通ちょう」と云った表現が複数見うけられるた

め、本論では引用箇所を除いて「通達」に統一

した。 

 

注5) 当該文献は河川部長名での執筆ではあるが、内

容的に河川計画並びに改修状況に関する具体的

な記載等を含むことから、実務者により組織的

に執筆されたものと判断できる。 

   下水道幹線化に関しては、「この川は将来下水

道幹川として利用されるもので、中野区役所前

の宮園橋まで2.lkmの改修が終ると同時に下水道

幹線として覆蓋し暗渠に改築した。」（原文の

まま）との記載があり、一連区間の工事完了を

以て覆蓋化を実施した点を特筆している。 

また、昭和39(1964)年度以降の河川改修として、

中央線までの未改修区間2.2kmを計画しているこ

とも明記されていること等から、下水道幹線と

して整備中の区間であっても、覆蓋化前の開渠

段階は河川管理者の管理とし、覆蓋後の暗渠化

した段階で（法的位置づけとは別に）下水道管

理者に実務上の管理を移管する形で、管理区分

を明確化したものと判断できる。 

    

注6) 公文書（正本）を一次資料とし、それを補完す

る位置づけでの調査・研究資料を意図する。 

 

付記 

本論は筆者らの見解によるものであり、東京都庁

としての組織的見解と異なる場合もあり得ることを

付記する。 

 

表表--44からは、桃園川における河川・下水道の両施

設おける都市計画決定・廃止、公物管理法の指定・

廃止の経緯等が明らかとなる。また、河川から下水

道への移管に関しては、初段として神田川合流点か

ら旧中野区役所前の宮園橋（ 桃園橋上流 ）までの 

2.1kmの下水道幹線整備が完了した段階で、当該区間

の覆蓋・暗渠化を実施し、事実上の管理を下水道管

理者へ移管していると考えられる。その後、法定区

間全川の下水道幹線整備の完了を以て法的な管理移

管を完了する措置が講ぜられたと思料される注5), 18)。

これにより、整備済区間と未整備区間の混在による

細切れの管理を避け、水系一貫主義に基づく管理体

制を維持していたことが明らかとなったと考える。 

 

6. 法適用区分による河川復元の可能性 

第3章で記述したとおり、前記の表表--33からは36答申

で対象とされた区間の下水道幹線化が完了したか否

かにより、河川法上の扱いが大きく異なっている。 

加えて、河川法を適用したままで下水道幹線化さ

れているケースでは、河川管理者が河川法上の権原

を有したまま、下水道事業者が河川区域を占用する

扱いとなっている。その原因として、表表--44からも明

らかなとおり、河川法の適用を廃止する場合には河

川用地を大蔵省（現財務省）の国有財産部局長と協

議して普通財産化したのち、下水道事業者に無償譲

渡するため手間が掛かること、また地元自治体が公

園としての利用を希望する場合は有償譲渡になるこ

となど、財産処理に時間を要し、また費用負担が生

じる等の課題があったと考えられる。 

このように、河川・下水道の重複管理のケースで

は下水道管理者が河川用地を無償で占用を受けるこ

とができ、河川管理者も実質的な管理は不要となる

ことから、財務省との手続きを簡略化できるなどの

実務処理上の利便的な側面が大きく影響していると

考察される。 

ここで、上記の管理面での相違は、下水道幹線化

された河川の復元（開渠化）を議論する際の貴重な

示唆を含んでいると考える。これまでは主に表面形

態からのみ河川の復元（開渠化）を議論してきたが、

下水道法との重複管理区間の河川復元（開渠化）は

河川法の適用廃止区間に比べて復元への法的な制約

が少ないため、これら管理条件に応じて物理的な復

元の可否を検討することが一つの鍵となることが判

る。 

なお、ここで云う物理的な復元条件とは、河川廃

止後の利用形態としての多くが公園・緑道などの公

共用途で残されており、宅地などとして売却される

ことは極めて稀な状況にあることである。その理由

は多くの場合、従前の河川が有する雨水排水機能を

代替する下水道管渠（少なくとも枝線）の敷設が旧

河川敷地などに必要なためであり、既存の占用物件

の撤去や代替機能の確保が可能なことも前提条件と

なるなど、河川用途を廃している場合には、その実

現が極めて困難なことに因る。 

ただし、河川法・下水道法の重複管理区間を開渠

として復元するのであれば、下水道機能の代替は比

較的容易であると考えられる。 

 

7. まとめ 

東京の中小河川においては、高度経済成長などの

時代背景から旧建設省を含む河川・下水道管理者自

らが河川の暗渠・覆蓋化を含む「36答申」を定め、

その対象河川の多くを下水道幹線化・覆蓋化してき

た経緯がある。 

本論では、その河川を下水道幹線化する途中にお

いて、河川管理面や治水上への対応から河川管理者

と下水道管理者が様々な課題に直面し、協議を経て

管理移管を完了した経緯を明らかにすることができ

た。 

また36答申の対象となった14河川の現況からは、

支川や一部区間が下水道幹線化した場合に河川・下

水道法による重複管理が行われ、河川の全区間で下

水道幹線化された場合には河川法の適用廃止（下水

道法による管理）と大別されることも明らかにでき

た。これらの事例は下水道幹線化された河川の復元

（開渠化）を議論する際の貴重な判断材料、そして

有益な示唆を与えてくれると考える。 

次に、筆者らはこれまで、さまざまな理由で失わ

れていく広範囲な行政関連文書の調査を進めてきた。

そして、その調査結果に基づき、東京の中小河川に
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令 都土木技術支援・人材育成センター年報

南多摩地区の河谷底地盤について

技術支援課 名兒耶 薫、大澤 健二、〇中山 俊雄

はじめに

南多摩地区の河川は鶴見川水系、

多摩水系、境川水系にわけることが

できる。

鶴見川水系と多摩川水系の分水嶺

は、概ね稲城市・多摩市と町田市の

境界に位置している。多摩川水系の

流路が北東方向であるの対して、鶴

見川水系の流路は南東方向である。

境川は相模原台地の東縁を流れる河

川で、水系としては相模川水系に属

している。ここでは、これら河川水

系のうち、多摩川水系の程久保川、

大栗川、乞田川、三沢川、鶴見川水

系の鶴見川、恩田川、境川水系の境

川を取り上げ、河谷底地盤について

述べる。

河川勾配

多摩川水系の河川では、源頭から多摩川合

流点までの区間、鶴見川水系・境川水系では

源頭から都県境までの区間について、枝沢と

の合流点や流路変更点などを考慮し、各河川

で ～９地点を選び（図 ）、標高、源頭から

の距離を読み取り（表 ）、河川勾配図を作成

した（図 ）。ただし、恩田川の上流は宅地造

成されており、源頭不明である。各河川の勾

配は減衰曲線を示しており、源頭からの急勾

配区間を上流域、勾配が緩やかになる区間を

中流域、多摩川水系河川では多摩川低地に入

る区間を下流域として区分した。

図 河川位置図

程久保川

大栗川
乞田川

三沢川

鶴見川
県境

河川標高読取地点

表 河川勾配
H0～1 H1～2 H2～3 H3～4

中流 下流
区間勾配(‰）
累積距離(m)

Ok0～1 Ok1～2 Ok2～3 Ok3～4 Ok4～5 Ok5～6 Ok6～7 Ok7～8
上流

区間勾配(‰）
累積距離(m)

K0～1 K1～2 K2～3
上流

区間勾配(‰）
累積距離(m)

M0～1 M1～2 M２～3 M３～4 M4～5 M5～6
上流

区間勾配(‰）
累積距離(m)

T0～1 T１～2 T2～3 T3～4 T4～5 T5～6 T6～7 T7～8
上流

区間勾配(‰）
累積距離(m)

On0～1 On1～2 On2～3 On3～4

区間勾配(‰）
累積距離(m)

S0～1 S1～2 S2～3 S3～4 S4～5 S5～6 S6～7 S7～8 S8～9
上流

区間勾配(‰）
累積距離

境川

多
摩
川
水
系

鶴
見
川
水
水
系

境
川
水
系

大栗川

乞田川

三沢川

鶴見川

恩田川

程久保川

中流

中流

上流

下流中流

中流

下流中流

中流
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